(あて先)　合志市長☐新規登録　☐変更　☐廃止
[bookmark: _Hlk206429949][bookmark: _Hlk206429950]合志市送付先変更届出書

提出先：　　　　　　　　課 
　年　　　月　　　日 
裏面「確認同意事項」に同意のうえ、以下のとおり届け出ます。
1　届出者　　（　☐　対象者本人　　☐　送付先人　　➡　「2　対象者」以降をご記入ください。）
	氏名
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	電話番号
	

	
	
	対象者との続柄
	

	住所
	〒



２　対象者　　※変更と廃止の場合は、既存送付先まで記載してください。
	氏名
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	電話番号
	

	
	

	生年月日
	T　S　H　R
年　　　月　　　日


	住所
	〒


	※既存
送付先
	〒
（既存送付先人名：　　　　　　　　　　　電話番号：　　　　　　　　）


　　　３　送付先情報
	
送付先人
氏名
	ﾌﾘｶﾞﾅ
	電話番号
	

	
	

	対象者との続柄
	

	送付先
住所
	〒


	変更理由
	
	裏面2（　　）に該当


４　送付先登録業務（市役所からの送付）　　※送付先の登録を希望する業務に〇をつけてください。
	該当に〇
	業務名
	業務所管課
	該当に〇
	業務名
	業務所管課

	
	送付先対象となる
全ての業務（共通）
	いずれかの
窓口に提出
	
	介護保険　□保険料　□認定
□受給　　□給付
	高齢者支援課

	
	
	
	
	
	

	
	市県民税
	税務課
	
	障がい福祉関係
サービス名：
	福祉課

	
	固定資産税
	
	
	
	

	
	軽自動車税
	
	
	こども・子育て支援関係（保育等）
	こども未来課

	
	法人市民税
	
	
	児童手当関係
	

	
	国民健康保険税
	
	
	児童扶養手当関係
	

	
	国民健康保険関係　
（資格・給付）
	健康ほけん課
	
	就学関係　※市内小中学校在籍者に限る
□学齢簿　□就学援助　
	学校教育課

	
	後期高齢者医療保険
（保険料関係通知等）
	
	
	畜犬管理関係（狂犬病予防注射）
	環境衛生課

	
	
	
	
	その他：　　　　　　　　　　
	









　　
　　
　　





　　
５　送付先登録業務（市役所以外からの送付）※送付先の登録を希望する場合〇をつけてください。
	該当に〇
	業務名
	業務所管課

	
	後期高齢者広域連合（後期高齢者医療資格確認書等）
	健康ほけん課



　　
　　

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
～受付チェック欄～　☐裏面確認同意事項チェック　☐本人確認　※受付課原本保管、関係課へ複写提供。共通の場合は会計課へ登録依頼。裏面もご確認ください。

	
	税務課
	健康ほけん課
	高齢者支援課
	福祉課
	こども未来課
	学校教育課
	環境衛生課
	その他の課 
(            )
	共通
会計課依頼

	受付
職員名
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	関係業務に〇
複写提供
	
	
	
	
	
	
	
	
	


確認同意事項
(必ずお読みください)

１　送付先変更の対象書類
本市基幹系システムから出力される書類のうち送付先の登録が可能である書類
ただし、法令等で住民登録住所へ送付しなければならない旨規定されている書類は、
この限りではありません。

２　送付先の変更ができる対象者は次のとおりです。
(１) 	障害者支援施設、介護保険施設又は病院等に入所している方
(２) 	心身の障がい、高齢又は認知症等により郵便物の管理が難しい方
(３) 	送付先変更対象者の成年被後見人、保佐人及び補助人により郵便物の管理が行わ
れている方
(４) 	市税金又は保険料等に関する書類を住民登録地以外で受け取ることを希望する方
[bookmark: _Hlk207015286](５) 	国外へ転出し国内の別の住所へ郵便物の転送を希望する方

３　送付先変更の届け出ができる方は次のとおりです。届出者が本人でない場合は、必ず本
人から送付先変更の同意等（※1）を得たうえで届け出を行ってください。
(１) 	送付先変更対象者
(２) 	送付先変更対象者の親族
(３) 	送付先変更対象者の成年被後見人、保佐人及び補助人
(４) 	送付先変更対象者の入所する障害者支援施設や介護保険施設、病院等の職員等

４　次に該当する場合は、すみやかに業務所管課のいずれかに届け出てください。
届け出がない限り変更となりません。
(１) 	送付先の内容に変更が生じたとき
[bookmark: _Hlk207015458](２) 	送付先の登録業務を変更したいとき
(３) 	送付先の登録を要しなくなったとき

５　共通送付先の登録があっても、業務毎に既に送付先が設定されている場合は、業務毎の
登録が優先されます。

６　送付先が登録されている場合において、市以外の公的機関（後期広域連合等）に対して、
必要に応じ送付先情報を提供します。


　
☐　上記確認同意事項に同意します。
☐ （※1）届出者が本人以外の場合
本人（本人の意思が確認不能の場合は親族又は本人の意思を代理できる者）から
この届出について同意を受けており、関係者との間に生じる事項に関して、一切
の責任を負います。


※上記内容に同意できない場合は、郵便局等の転送手続きでご対応ください。
